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Ⅰ．平成１７年台風１４号による土砂災害の実態と課題



・今回の台風１４号で被害を受けた土砂災害危険箇所（219箇所）のうち、何らかの施設整備がなさ
れていたのは35箇所（16％）であり、そのうち家屋・人的被害があった箇所は11箇所（5％）であった。
施設整備率は16％と低い水準にある。
（全国で、土砂災害危険箇所の整備率は現在約21％）

台風１４号で被害を受けた
箇所の施設整備率
１６％（35箇所／219箇所）

全国の土砂災害危険箇
所の整備率（約２１％）

砂防関係施設の整備状況

その他

11%
24箇所

施設未整備

84%
184箇所

家屋・人的被害

5%
11箇所

施設未整備

79%

施設整備済

21%

－１－

施設整備済
34箇所
（16％）



平成１７年１４号台風における死者・行方不明者は、土砂災害によるものが２２名
（76％）であり、その内１５名（68％）が高齢者であった。

全国：平成17年5月1日現在総務省統計局資料、東京都：平成12年10月1日国勢調査資料

大分県：平成15年10月1日現在大分県資料、宮崎県：平成16年10月1日現在宮崎県資料、鹿児島県：平成16年10月
1日現在鹿児島県資料

0～4歳 5～64歳 65歳～ 合計 高齢化率
5,684,000 96,525,000 25,325,000 127,534,000 20%
1,420,919 8,685,878 1,910,456 12,017,253 16%
3,461 57,659 23,205 84,325 28%
170,212 760,919 284,207 1,215,338 23%

荻町（現　竹田市） 105 2,170 1,179 3,454 34%
湯布院町 446 8,074 2,821 11,341 25%

173,278 722,230 264,956 1,160,464 23%
山之口町 281 4,881 1,911 7,073 27%
三股町 1,223 18,397 4,930 24,550 20%
椎葉村 156 2,139 1,234 3,529 35%
高千穂町 650 9,744 4,831 15,225 32%

38,480 641,068 260,413 939,961 28%
垂水市 600 12,254 6,299 19,153 33%

人口構成の状況

宮崎県

鹿児島県

全国
東京都

大分県
被災7市町村

－２－

高齢者等災害時要援護者の被災状況

68%

32%

76%

24%
土砂災害によるもの

（22人）

台風14号による死者・行方不明者の内、
土砂災害に起因するものの割合

その他

（7人）
６５歳以上

（１５人）

台風１４号の土砂災害による死者・行方不明者

６５歳未満

（7人）



土砂災害発生箇所での市町村の避難勧告発令状況

（全体数３２箇所）

31%

47%

22%

災害発生前

災害発生後

災害時刻不明

避難勧告の発令に関する実態

※ 調査対象箇所 ： 平成１７年台風１４号で人的・家屋被害が発生した箇所の内、調査回答箇所

（国土交通省砂防部調査 平成17年11月4日）

避難勧告の発令のタイミングの状況
・平成17年14号台風において九州地方で土砂災害に
より、死者・行方不明者が生じた地域10箇所のうち災
害発生前に避難勧告が発令されていたのは１箇所の
みであった。
・また、台風14号災害で人的・家屋被害が発生した
箇所での市町村の避難勧告発令状況を全国調査し
た結果、災害発生後に避難勧告を発令している場
合が多い.

避難勧告の発令基準の状況
・死者・行方不明者が生じた地域１０
箇所の７市町の内、Ａ市のみで、「総
雨量（１５０mm），時間雨量（５０
mm）を超えたとき」の基準があった。
・内閣府により全国の市町村を調査し
た結果、雨量等に基づく発令基準を定
めているものは７％と低い状況
・避難勧告等の発令基準は，土砂災害
に関する記述がないか，あっても定性
的な表現が多い．

平成１７年台風１４号で人的・家屋被害が

発生した箇所での避難勧告発令状況（32箇所）

－３－

「避難勧告・指示」の客観的基準を

記載市町村の割合

「避難勧告・指示」の基準を

記載市町村の割合

避難勧告・指示基準記載の内訳
・警戒水位突破し洪水の恐れ ５３．３％
・各種警報の発令 ４１．１％
・上流被害で下流に危険 ２８．４％
・地すべり、がけ崩れ、土石流等の危険 ４５．８％

（１０箇所）

（１５箇所）

（７箇所）



土砂災害警戒区域等の指定イメージ
（高さ５ｍ以上の急傾斜地を対象）

Ｈ１７．７．１施行

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の
おそれのある区域についての警戒避難体制の整備、
警戒避難に関する事項の住民への周知、特定開発
行為の制限、建築物の構造の規制、既存住宅の移
転等の勧告等のソフト対策を推進しようとするもの。

土砂災害防止法の概要

避難路
避難場所

高齢者等が主に
利用する施設

扇頂部

土石流のおそれのある渓流

土砂
災害
警戒
区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正

土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実

○土砂災害情報等の伝達方法、
避難場所などの土砂災害ハ
ザードマップ等による周知の
徹底

○土砂災害警戒区域内の高齢者、
乳幼児等が主に利用する施設
への土砂災害情報等の伝達方
法を市町村地域防災計画に規定

改正内容

土砂災害防止法による土砂災害警戒避難体制の整備

対象となる土砂災害：急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣]

・土砂災害防止に基づき行われる土砂災害防止法に関する基本的な事項

・基礎調査の実施について指針となるべき事項

・土砂災害警戒区域等の指定について指針となるべき事項

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の指針となるべき事項

基礎調査の実施[都道府県]

①都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査を実施

②国は、都道府県に対して費用の一部を補助

土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
（土砂災害のおそれがある区域）

●警戒避難体制の整備

●警戒避難に関する事項の住民への周知

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
（建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●移転等の勧告

●移転者への融資、資金確保

＜警戒避難体制＞

・市町村地域防災計画

（災害対策基本法）

＜建築物の構造規制＞

・民家を有する建築物の構造
耐力に関する基準の設定

（建築基準法）

＜移転支援＞

・住宅金融公庫融資等

－４－



実
効
雨
量
（

実
効
雨
量
（

T=
1.

5h
r

T=
1.

5h
r））

U
nr

ea
l  

A
re

a
U

nr
ea

l  
A

re
a

実効雨量（実効雨量（T=72hrT=72hr））

土砂災害土砂災害発生危険基準線発生危険基準線
（（Critical Line:CLCritical Line:CL））

縦軸： 短期降雨指標として60分間雨量
横軸： 長期降雨指標として土壌雨量指数

（提言案の場合）

土砂災害警戒避難基準雨量と土砂災害警戒情報

土砂災害警戒避難基準雨量 土砂災害警戒情報

避難基準線避難基準線
（（Evacuation Line:ELEvacuation Line:EL））

警戒基準線警戒基準線
（（Warning Line:WLWarning Line:WL））

①実測雨量に基づき、WL、EL、CLの超過を判定。

②WLはCL到達の２時間前、ELはCL到達の１時間前
を目安に設定。

③近年では、短時間予測雨量を利用することにより、
WL、ELを設定しない場合もある。

④当面はWL超過は避難準備情報の、EL超過は避難
勧告の基準として、地域防災計画に記載する方針。

①現状では、レーダー・アメダス解析雨量に基づく短
時間予測雨量を利用することにより、２時間後（※）
のCL超過を判定し、発表。

②当面は避難勧告、避難準備情報のタイミングで情
報提供するとともに、基準の一つとして地域防災計
画等に記載する方針。将来的には精度向上を図り
避難指示も記載する。

③避難勧告のタイミングでの情報提供は、平成１９年
度までに全国で開始する予定。

※解析雨量と予測雨量の算出に20～30分程度時間を要する
ため、ＣＬ到達の２時間前を目安にした情報を避難勧告の基
準として対応させる。

－５－



土砂災害警戒避難基準雨量～情報提供例

大分県の情報提供例 宮崎県の情報提供例

－６－



土砂災害警戒情報～情報提供例（鹿児島県）

－７－



都道府県
（消防防災部局）

土砂災害警戒情報の流れ（都道府県砂防部局と気象庁が共同して作成・発表）

報道機関

都道府県砂防担当部局
（土木部等）

地方気象台

市町村

住

民

土砂災害警戒情報を補足する情報の流れ（都道府県砂防部局が主体となって作成→市町村にのみ通知）

土砂災害警戒情報を
補足する情報

土砂災害警戒情報

※気象庁が作成・発表する情報の流れについては記載していません

土砂災害警戒避難基準雨量

土砂災害警戒避難基準雨量の流れ（都道府県砂防部局が作成・発表）

避難勧告等の
発令を通知

土砂災害の警戒避難に関する情報の作成と伝達の流れ

・土砂災害警戒情報は、「砂防担当部局」と「地方気象台」が共同して作成する情報。
・都道府県の消防防災部局から、市町村の防災部局へ伝達されるため、確実に首長に伝達がなされる。
・細かいメッシュ単位の補足情報が、都道府県の砂防担当部局から市町村の防災部局へ伝達される。

ＴＶ等で周知

－８－



防災行政無線やオフトーク通信等による伝達手段の整備

親局 屋外子局

双方向通信可能な防災行政無線（高知県土佐市） ケーブルテレビによる情報提供
（富山県砺波土木管内市町村）

オフトーク通信による情報提供（秋田県東成瀬村） インターネットによる情報提供（岩手県二戸市）

特徴：市町村から定期的な情報提供が可能

特徴：Push型の情報伝達であり、強制的で確実な情報伝達が可能 特徴：多彩な情報提供が可能だがパソコンの所有が必要

市町村等から住民への情報提供の手段として、防災行政無線やケーブルテレビ等が
活用されている

－９－



住民避難の実態と課題

住民が避難しなかった主な理由（聞き取り調査等による）

【自分の家が土砂災害危険箇所内である事を知っていた人の場合】
・過去に土砂災害の被災経験があり、その時と比較して危険性が低いと判断したから。
・過去に土砂災害の被災経験がなく、自分のところは安全だと判断したから。

【自分の家が土砂災害危険箇所内であることを知らなかった人の場合】
・自分の家が、土砂災害の危険性が高いと思っていなかったから。

【その他】
・避難所には家畜を連れて行く事ができず、家畜の面倒をみる必要があったから。
・避難して家を空けている間に、空き巣に入られる心配があったから。
・避難所が２ｋｍ程度離れていたため、避難が困難であったから。

・避難勧告や自主避難の呼びかけを受けていたにもかかわらず、住民が避
難しない事例が今回の災害でも多数みられた。

－１０－



・昨年の事例に続き、今回の災害でも人的被害はなかったものの、避難所が被災した。
・唯一の避難路が土砂流出によって通行できず、避難所へ行けなかった事例も発生。

避難所・避難路の実態と課題

○避難所が被災した事例

人的被害はなかったものの、
避難所が被災した事例

写真

○避難路が被災した事例

唯一の避難路が土砂流出によって通行
できず、避難所へ行けなかった事例

新聞写真

安心して避難ができる、避難所や避難路は、警戒避難体制の基本であり、保全が必要

○安全な避難場所の調査結果

土砂災害危険箇所内にある避難所
28,000箇所の内、13,000箇所には、
安全な避難場所が近隣（2km以内）
にない．

岐阜の地図

H17年台風第１４号に関する記事
（鹿児島県）

安全な避難場所が近隣にない箇所の例

H17年台風第１４号で被災した

避難所（宮崎県）

－１１－



・椎葉村では、村の中心集落が３日間孤立化に陥った。また、通信面では衛星携帯電話しか使用できなかった。
・情報通信手段が限られた中で、被災の発生状況把握や住民の安否確認に時間を要した。
・今回は、人命に関わるような事態は発生しなかったが、人命に関わるような情報を把握・伝達する手段と、重傷
者を搬送できる体制（ヘリポートに使える広場）が必要。

集落の孤立化の実態（宮崎県椎葉村）

・集落の孤立化とは、人や物資の輸送面では、交通網の被災により空輸以外の方法では、輸送ができない状態
になること。
・また、情報通信面では、通常の通信手段が使えなくなり、他の集落等と連絡が取れなくなる状態になること。

〈概要〉

・孤立集落・・・村全体が孤立化

（村の中心部は９／６～９／８の間孤立化）

・避難勧告・・・なし

・通行止め箇所 ：約３０箇所（普通自動車通行不可）

・被災後備蓄していた食糧が切れた
・救援物資と情報がこなかった
（停電で増幅アンテナ使えずラジオも不可）

〈使用できなかった通信手段〉

・一般加入電話、オフトーク通信

・防災行政無線、携帯電話

〈実際に使用した手段〉

・昨年の孤立化を教訓に、設置した衛星

携帯電話（13基）を用い、各公民館へ

の情報伝達を行った。

一部の集落には徒歩で安否確認
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豪雨時に発生した大規模な崩壊の実態
・台風１４号で大規模な崩壊が４地区７箇所で発生。そのうち２箇所は土砂災害危険箇所であった。
・今回の崩壊では人的被害がなかったが、人家近傍で大規模崩壊が発生した場合には、多大な被害
が発生する可能性がある。

椎葉村岩屋戸ダム上流の大規模崩壊

しいばそん いわやと

岩戸屋ダム（九州電力）貯水池

北郷町広渡ダム上流の大規模崩壊北郷町広渡ダム上流の大規模崩壊
きたごうちょうひろと

２級河川広渡川２級河川広渡川

つか

田野町鰐塚山の大規模崩壊
たのちょうわにづ かやま

田野町

椎葉村

西郷村

宮崎県

北郷町
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なし

（別府田野川）なし
（片井野川） 土石流危険渓流

（境 川）なし
（七瀬谷）なし

なし

地すべり危険箇所

土砂災害危険箇所の種別

96

404
91

122
46

320

210

推定土砂量（万㎥）

宮崎県別府田野川流域鰐塚地区

宮崎県西郷村塚原ダム下流

宮崎県椎葉村岩戸ダム上流

宮崎県北郷町広渡ダム上流

場 所

２級河川耳川

さいごうそんつかばる

西郷村塚原ダム下流の大規模崩壊

※土量は推定値であり、今後の調査により変わることがあります。

しいばそんいわやと

椎葉村岩屋戸ダム上流の大規模崩壊



Ⅱ．今後の対策のあり方



・近年土砂災害は多発傾向にある中で、公共事業関係予算は抑制されている。
・施設整備には、より一層の重点化が必要。
・数年で結果の見える短期的指標を含めた、明確な整備指標に基づく事業進捗管理が必要。

砂防関係設備の整備促進

現状：土砂災害危険箇所の整備率 約２１％

警戒避難体制整備と一体となった施設整備（避難所の保全）

災害時要援護者施設の保全

近年の災害発生箇所における再度災害の防止事業の重点化

被害の発生リスク分け（発生頻度×被害想定規模）した事業管理

整備の進捗段階をランク分けした事業管理整備指標を明確化し
た事業進捗管理

台風１４号の課題（ハード関係） 砂防関係事業を取り巻く状況

国土保全機能維持の必要性

地震、火山噴火の頻発による地盤の緩
み、荒廃地拡大

増加傾向にある集中豪雨

公共事業予算の継続的抑制

大規模な崩壊の発生

集落の孤立化の多発

避難所、避難路の被災事例

高齢者の高い被災率

事業進捗管理、重点化（案）
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ソフト対策の具体的な対応

市町村地域防災計画に災害時要援護者向けの避難勧告の発令基準

災害時要援護者に対し防災部局や福祉部門と十分な連携及び
情報伝達や避難行動の支援

・災害時要援護者の被災比率が高い

・土砂災害関連情報が避難勧告の
発令に活用されなっかった
・災害発生前に避難勧告が発令され
た事例が少ない

・停電，職員の配備等による情報伝達
の不備

市町村地域防災計画に、土砂災害に対する避難勧告等の
発令基準を記載 （雨量基準、前兆現象）

土砂災害関連情報を状況の時間的経過や切迫度が分かる工夫

土砂災害警戒区域の推進・市町村は警戒避難体制の構築

前兆現象等の活用

市町村長に対して避難勧告等の判断に有益な情報を助言する制
度の創設

情報伝達の確実性の向上（ＦＡＸ等の着信確認）

情報伝達経路の多重化（衛星系の伝達システムの導入）

－１５－

高齢者の割合が高い地域を重点的に対策

・避難勧告を出しても避難しない
・自主避難の呼びかけをしても避難しな
い

自主防災組織による情報伝達体制の整備

土砂災害ハザードマップの作成推進

防災訓練等による地域の防災力の強化

災害時要援護者に配慮した情報伝達の推進



災害時要援護者向けの情報提供
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1400
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量
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災害発生

（ＣＬ超過２時間前）

土砂災害警戒情報発表→避難準備情報

・地域防災計画等において、避難準備（要
援護者避難）情報を基準の一つとして位
置づける。

災害時要援護者に対する避難の
呼びかけについては、地域防災
計画に明確に定められていない

※今回調査した７市町村の地域防
災計画による。

新たに
定める

・災害時要援護者は、夜間や強い雨の状況では避難することが困難な場合がある。

・災害時要援護者の早期避難を支援するため、避難準備（要援護者避難）情報を基準として活用

現状 拡充後

－１６－



災害時要援護者への情報伝達は，その特性に配慮して介助者を介しての伝達が必要

災害時要援護者への情報伝達（情報伝達手段）

ひとり暮らしの高齢者等 本 人高齢者

ねたきりの高齢者

痴呆性高齢者

身体障害者 視覚障害者

聴覚障害者

言語障害者

肢体不自由者

内部障害者

知覚障害者

精神障害者

妊産婦

乳幼児

児童

外国人

災害時要援護者 情報の受け手

介助者への伝達

介助者への伝達

本人を基本として、必要に応じて介助者
（但し、避難開始時には介助者への伝達）

本人を基本として、必要に応じて介助者
（但し、避難開始時には介助者への伝達）

本人を基本として、必要に応じて介助者
（但し、避難開始時には介助者への伝達）

本人を基本として、必要に応じて介助者

本人を基本として、必要に応じて介助者

本人を基本として、必要に応じて介助者
（但し、多くは介助者への伝達）

本人を基本として、必要に応じて介助者
（但し、多くは介助者への伝達）

本 人

介助者（保護者又は保育者）への伝達

本人を基本として、必要に応じて介助者
（但し、避難開始時には介助者への伝達）

本 人

情報伝達手法

本人の場合、防災行政
無線、電話、ラジオ等

防災行政無線、テレビ、
ラジオ、電話、ＦＡＸ、
メール等

FAX、メール等
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災害時要援護者への情報伝達（情報伝達時の配慮）

災害時要援護者への情報伝達は，要援護者のタイプに応じた工夫が必要

ひとり暮らしの高齢者等

・分かりやすい口調で伝達
・音声情報で複数繰り返す

高齢者

ねたきりの高齢者
痴呆性高齢者

身体障害者

視覚障害者

聴覚障害者

言語障害者

肢体不自由者
内部障害者

知覚障害者
精神障害者

妊産婦

乳幼児、児童

外国人

災害時要援護者 情報伝達時の配慮

・介助者への伝達が必要なため、携帯メー
ル等を活用

・拡大文字による情報提供
・点字による情報提供

・文字や絵を組み合わせた情報伝達

・一般と同様で可（メールが有効）

・ＦＡＸ、メールの活用

・具体的に分かりやすい情報の伝達
・携帯メールの活用
・学校、保育施設への確実な連絡

・多言語による情報提供

・盲ろう通訳、介助員、手話通訳等を派遣

文字や絵を組み合わせた情報伝達

案内用図記号

携帯メールの
活用

外国人向け（やさしい日本語を用
いた）掲示物

（警察）

（広域避難場所）

（病院）
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（問題点）
定量的な記述であるが、台風14号の災害では
連続雨量は150ミリを越していたが、時間雨量
は50ミリ以下で発令したため土砂災害に特化し
た基準としては不十分（参考資料p9）

１、３、４（略）
２．豪雨が続き災害の発生が予想され、生命、身体の危

険が強まってきたとき（連続雨量１５０ミリ、時間雨
量５０ミリを越えたときのような場合）

避難勧告の発令基準（例②）

避難勧告の発令基準（例①）

１．河川が危険水位を突破し、洪水のおそれがあ
るとき

２．河川の上流域が水害を受け、下流の地域に危
険が迫ったとき

３．地すべりにより著しい危険が切迫しているとき
４．火災が風下に拡大するおそれのあるとき

（問題点）
定量的な判断基準が示されていない。

避難勧告等の発令の基準の見直し

土
砂
災
害
に
特
化
し
た
情
報
を
直
接
発
令
基
準
へ
反
映

現状

市町村防災計画における避難勧告等の発令基準は、
土砂災害を対象とした基準になっていないものや、
定性的なものが多い。

対 応

※１ がけ崩れの扱い
土砂災害警戒避難基準雨量は、土石流とがけ崩れを一体的に対象にしている県と、

土石流のみを対象にしている県がある。土石流のみを対象にしている県はがけ崩れ
に対応できるよう見直しが必要となる。

※２ システムの名称 都道府県毎でシステムの名称が異なる。

※３ WL、EL、CLと避難準備情報等の関連づけ（案）
避難準備情報の発令にＷＬ、避難勧告にEL,避難指示にCLを用いる

※４ 地すべりの伸縮計がない場合
伸縮計が設置されていない地すべりについては、定量的な表現ができないため「地

すべりにより著しい危険が切迫しているとき」という定性的表現で、当面は対応。

①土石流およびがけ崩れ（※１）については ○○県及
び地方気象台が作成する土砂災害警戒情報が伝達さ
れたときや土砂災害の前兆現象などが確認されたとき。
②地すべりは同上

「土砂災害警戒情報」等に基づいて、避難準備情報、避難勧告、
避難指示を段階的に発令するよう市町村防災計画の発令基準を
改正する。

避難勧告等の発令基準（文案）

「土砂災害警戒避難基準雨量」のＷＬ(warning line)、ＥＬ
(evacuation line)、ＣＬ(critical line)に基づいて避難準備情報、
避難勧告、避難指示を段階的に発令するよう市町村防災計画
の発令基準を改正する。

①土石流およびがけ崩れ（※１）については ○○県土
砂災害予警報システム（※２）による土砂災害警戒避
難基準雨量がEL基準（ ※３）を超えたときや土砂災害
の前兆現象などが確認されたとき。
②地すべりについては、伸縮計が○○mm/日を超えた
とき（※４）。

－１９－



土砂災害基準雨量と土砂災害警戒情報の今後の取組み

雨量計による実測雨量データ

情報内容の解説や対応すべ
き事項を助言

状況の説明や対応を解説して
いない例が多い

ＷＬ，ＥＬ，ＣＬと段階的な切迫
性は理解できる。

県内を複数に分割したブロッ
ク単位

避難指示（ＣＬ）、避難勧告（Ｅ
Ｌ）、避難準備情報時（ＷＬ）

避難指示、避難勧告、避難準
備情報の基準の一つとするこ
とを指導

現状
（都道府県砂防部局）

土砂災害警戒避難
基準雨量

同左

今後の取り組み

同左データの精度向上を図るレーダーアメダス雨量
の解析データ

４．観測及び使用データ

情報内容の解説や対応す
べき事項を助言

同左実施していない。④伝達時における
都道府県による助
言

市町村向けに、「避難勧
告が必要な状況」といった
解説等を付加

同左状況についてのみの解
説となっている。

③状況と避難勧告
等の発令等の対応
の解説

スネーク曲線等、時間的
な経過や危険度の高まり
が理解できる内容の情報
提供を検討

気象庁でもスネーク曲線等の情報提
供を検討中

基準超過時のみの提
供のため理解できない。

②土砂災害発生の
切迫性

同左市町村単位の他、1km２メッシュ単位
でも情報提供

市町村単位①発表の対象単位
３．
情
報
の
分
か
り
や
す
さ

同左避難指示時、避難勧告時、避難準備
情報時
（※避難指示については検討中）

避難勧告時２．情報提供の
タイミング

避難指示、避難勧告、避難準備情報
の基準の一つとすることを指導
（※避難指示については検討中）

避難勧告の基準の一
つとすることを指導

１．地域防災計画等
への記載方針

都道府県砂防部局（気象情報）気象庁＋都道府
県砂防部局

現状
（気象庁＋都道府
県砂防部局）

土砂災害警戒情報

・避難勧告等の基準となる情報は、現行の土砂災害警戒避難基準雨量から、平成１９年度末を目途に土砂災害警戒情報へ移行。
・その間、土砂災害警戒避難基準雨量を、図表のわかりやすさを工夫しつつ使用。
・平成１９年度以降は、土砂災害警戒情報を基準としつつ、補完する情報として土砂災害警戒避難基準雨量を併用。
・土砂災害警戒情報の精度向上が図られた段階で一元化。

－２０－



土砂災害警戒避難基準雨量の時間的経過や切迫度がわかる工夫

○○市防災担当者様

避難勧告等を発出する必要があります。

発令対象区域（※２）：◎◎区域

状況：●●雨量観測所で○日○時○分、土砂災
害の基準雨量が「避難勧告が必要」のレベルに
入りました。

－２１－

※ 地域防災計画に市町村が避難勧告等の基準として記載している場合の例

※２ 雨量観測所のカバー範囲や、地形の条件からひとまとまりとして避難勧告
等を考えるべき区域

スネークラインの
添付により時間
的経過を伝える

●●区域

○○雨量観測所

○○雨量観測所

●●雨量観測所

〇〇雨量観測所

観測除名

－

避難指示が必要

避難勧告が必要

避難準備が必要

状 況

○○区域

○○区域

〇〇区域

発令対象区域（※２）

緊急的な取り組みとして、現在の様式に危険性の切迫度に関する文章、図などの追加

次
項

○○県砂防課○○係です。

○○県砂防課○○係市町村別に
情報提供

Tel ○○－○○○○

時刻を記載



・「発令対象区域」の設定
地形条件（大きな尾根で囲まれている地域、平野の区
域等）等から、一まとまりとして避難勧告等を出すこと
が適当である区域。

・「発令対象区域」ごとに、市町村が地区名や連絡先の
表を作成。

・これにより、ある雨量観測所でＥＬ等を越え、避難勧
告等を出す状況になったときに、「発令対象区域」とし
て地区名に絞って発令することが可能。

現状

発令対象区域毎に地区名
の表を作成（市町村）

土砂災害警戒避難基準雨量の発令対象区域の明確化

・土砂災害警戒避難基準雨量に基づく避難勧告等の発令対象区域を、あらかじめ市町村内を分割して設定。
・これにより避難勧告等を、発令の必要な地域に限定して出すことができ、効率的な避難活動が可能

今後の取り組み（案）

地形条件からひとまとまりとして避難
勧告等を出すのが適当である区域

発令対象区域 ＝

観測所名 状　態
○○雨量観測所 避難準備が必要
●●雨量観測所 避難勧告が必要
○○雨量観測所 避難指示が必要
○○雨量観測所 －

観測所名 状　態 発令対象区域
○○雨量観測所 避難準備が必要 ○○区域
●●雨量観測所 避難勧告が必要 ●●区域
○○雨量観測所 避難指示が必要 ○○区域
○○雨量観測所 － ○○区域

発令対象区域を追加

【市町村から住民への伝達方法】【県から市町村へ伝達する情報】【県から市町村へ伝達する情報】

改良案

地区名
○○四丁目

●●一丁目～●●三丁目
○○一丁目
○○二丁目

○○町内の３つの発令対象区域のイメージ図

発令対象区域

－２２－



土砂災害警戒情報の分かりやすい情報提供（1/2） 「対象区域の明確化」

現 状 今後の取り組み

・レーダー雨量

・土砂災害防止法による警戒区域等

・市町村が設定した発令対象区域

・市町村単位で危険度を発表

・避難勧告を出す必要があると認めら
れたときに発表

都道府県 ⇒ 市町村

（ＦＡＸ情報提供）

渓流判定結果

避難単位判定結果

避難情報無

避難準備要

避難勧告要

避難指示要

WEB上クリックすれば、
対象地域を表示

地区名
○○四丁目

●●一丁目～●●三丁目
○○一丁目
○○二丁目

市町村が設定し
た発令対象区域

都道府県 ⇒ 市町村
（ＷＥＢ情報提供）

・土砂災害警戒情報に基づく避難勧告等の発令対象区域を、あらかじめ市町村内を分割して設定。
・これにより避難勧告等を、発令の必要な地域に限定して出すことができ、効率的な避難活動が可能。

－２３－



土砂災害警戒情報の分かりやすい情報提供（2/2） 「時間的経過・状況変化の切迫度」
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避難勧告を発出する必要があります。

時間的経過
1時間、2時間の

予想データーを記載

渓流判定結果

避難単位判定結果

避難情報無

避難準備要

避難勧告要

避難指示要

・土砂災害警戒情報の補足資料として、専用回線を用いたWeb画面により情報を伝達。
・降雨の時間的経過や、状況変化の切迫度がわかる資料を、画面に表示。

ＷＥＢ上で検索箇所をクリック

－２４－

コメントで解説



前兆現象の収集と内容整理

・土砂災害の前兆現象を収集・整理し、新たな前兆現象の追加や、通知される事の多い前兆現象
は何か、といった知見を蓄積する。
・避難勧告等の発令基準として活用するために、どのような現象が、一連の土砂移動現象の中で、
どのタイミングで発生するかを整理し、可能な限りわかりやすい説明文を作成する。

・がけから水が湧き出ている。
・がけに割れ目が見える。
・がけから小石がぱらぱらと落ちてくる。

・沢や井戸の水が濁る。
・地面にひび割れができる。
・斜面から水がふき出す。

・山鳴りがする。
土砂移動現象が発生，
もしくは予兆できるもの

イメージ図

・急に川の流れが濁り、流木が混ざっている。
・雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
・腐った土の臭いがする。

土石流

・家や擁壁に亀裂が入る。
・家や擁壁、樹木や電柱
が傾く。

地すべり がけ崩れ

土砂移動現象が発生，
もしくは推定できるもの

種別

【現在よく利用されている前兆現象の説明文及びイメージ図】

－２５－



①渓床の移動に起因する土石流

②崩壊に起因する土石流

③天然ダムの決壊に起因する土石流

がけ崩れの前兆現象

地すべりの前兆現象

土砂災害の発生過程における物理現象と前兆現象の関係

土石流の前兆現象

－２６－

・前兆現象の内容によって、避難に使用でき
る時間の差が出る考えられる。
・今後、さらに事例を蓄積し分析を進める必
要がある。



土石流の前兆現象として渓流の水位を利用

・豪雨により、河川の水位が危険な高さを示す、あるいは急激に上昇する時、また降雨中に関らず水位が低下する
時は、水害だけでなく土砂災害の発生する可能性も高まった時と考えられる。
・当該河川の水位を近傍の土石流危険渓流の避難の目安としても活用。

住民が水位変化を通報

危険水位の把握
市役所等

量水標、護岸に引いた線を目安にする。水位
が危険なレベル達していれば、土砂災害の発
生危険が高いと考えられる。

－２７－



効率的に前兆現象を収集・伝達するシステムの整備

前兆現象・被災箇所
を撮影

GPSにより位置情
報を取得

前兆現象・災害現場 都道府県、市町村

メール送信

災害編場
応急対策

住民の早期避難

Ｗｅｂ GIS上に土砂災害危険
区域、災害発生状況、写真、
道路通行止等の情報を集約

情報の共有化

連
絡

撮影場所：○○町○○ ○沢左斜面
東経○○°○○分○○秒
北緯○○°○○分○○秒
コメント：斜面が大規模に崩壊
TEL 090-1234-1234

・土砂災害の前兆現象や被害発生情報を、カメラ及びＧＰＳ機能付き携帯電話
を用いて、効率的に収集するシステムを整備。
・収集した情報は、ＷｅｂＧＩＳ上で管理し、情報の共有化を図る。
・湯沢砂防事務所や、静岡県でモデル的に実施中。

－２８－



警戒避難を支援する技術的アドバイザー制度の検討

土砂災害の警戒避難体制整備には、土砂移動現象についての技術的知見が不可欠。
・災害時、平常時のそれぞれについて技術的なアドバイザー制度を検討する。

① 災害時
市町村長が避難勧告等を出す判断を助ける専門家
○役 割 ：土砂災害警戒避難基準雨量や、市町村地域防災計画上の避難勧告等の基準を十分
理解し、適正な基準の運用について市町村に説明を行う事ができる専門家が必要。 ○専門家 ：

都道府県職員、学識経験者、災害対策経験者等

② 平常時
警戒避難体制整備のアドバイザー
○役 割 ：避難所や避難経路の設置、適切な土砂災害ハザードマップの作成、効果的な防災

訓練の実施など、平常時のアドバイス。土砂災害の知識を有する専門家が、市町村
に対してアドバイスをすることが有効。
○専門家 ：学識経験者、災害対策経験者、砂防ボランティア等

避難勧告等を出す助言

都道府県職員、学識経験者、災害対策経験者等 市町村長
－２９－



情報伝達の確実性の向上（停電時等に備えた設備の整備、職員の伝達体制の確保）

非常用発電設備無停電電源装置

県庁等 市役所等

災害時の職員の派遣

・都道府県から市町村へ、情報を確実に伝達するためには、情報伝達機器と情報連絡員の両方が必要。
・情報伝達機器は、日頃からの動作確認と、停電への備えを行う。
・重要な災害関連情報を扱う情報連絡員は、確実に要員確保を行う。

・情報の送り手（都道府県）と情報の受け手（市町
村） の適切な要員配置を検討。
・地方整備局職員、都道府県職員を市町村役場に
派遣し、情報連絡員として活用。
・情報連絡員が、災害対策本部に不在となる場合も
想定し、携帯電話や電子メールも活用する。

・日頃からの動作確認の実施。
・災害発生時の停電に備えて、
非常発電設備、
無停電電源装置 を整備。

情報連絡体制の確保情報伝達機器の整備

－３０－

情報伝達の確保



光ファイバ網

県庁等

衛星通信システム

中継局

ハンドホール内のファイバ

多重無線設備

無線回線

衛星回線

有線回線

市役所等

有線回線

情報伝達経路の多重化

・現在、防災通信用として都道府県・市町村間で整備している「都道府県防災行政無線」は、次の２種類のいず
れか又は両方で構築されており、全都道府県で整備がなされている。

1. 地上中継局による固定系
2. 人工衛星による衛星系

・今後はこの他に、自営回線・電気通信事業者回線を含めた、光ファイバ網の整備や衛星通信回線の利用等、
複数の情報伝達手段を用意。
・これにより、災害時の情報伝達の確実性が向上。

－３１－



・市町村合併により都道府県から市町村への情報伝達先が新市町村役場のみとなる。
・避難勧告の発令等の住民の避難と密接な関係にある分庁舎（旧市町村役場）と新市町村役場との間で、災害
時の避難情報等の伝達や情報の共有化に支障がでないよう情報伝達体制を構築する必要がある。

住民 住民 自主防災組織自主防災組織
自主防災組織

住民
分庁舎

（旧A町役場）

D市役所
（旧B町役場）

分庁舎
（旧C町役場）

県庁等

情報伝達

合併した市町村における情報の共有

新D市
（旧A町、旧B町、旧C町が合併）

－３２－



○自主防災組織の編成等による情報連絡体制の整備
・平成１１年に大きな被害を受けた広島県広島市では、土砂災害防止法に基づく警戒避難等の指定を進め、

自主防災会毎に土砂災害警戒避難マニュアルを作成。

広島市における警戒避難マニュアルの事例

土砂災害防止法の警戒区域図に過去
の被災箇所や防災行政無線受信機の
位置、避難場所等を記載

土砂災害警戒区域内の指定区域内情
報連絡網を整備し、指定区域内の住
民へ確実な情報伝達

「警戒区域体制整備票」により自主防災
会の構成メンバーの住所、連絡先、避
難場所、わがまち防災マップの作成状
況等、関連事項を整理

対 象 町 内 会

1 ① 　・　ア　設立済　    　・イ　未設立

② 自主防災会会長

③ 　　〃　　副会長

④ 情報収集班長

⑤ 避難誘導班長

⑥ 応急活動班長

⑦ 情報連絡協力者

2 警戒・避難基準雨量 ① 避難勧告エリア名 ② 直近の雨量計設置場所

③ 警戒基準雨量 ④ 避難基準雨量

3 防災行政無線屋内 ・ 管轄町内会内 ①  自主防災会

受信機設置場所
設置宅  リーダー宅 (住所）

②  急傾斜地情報
 連絡者宅 (住所）

③  消防団幹部宅

(住所）

④  ①～③以外の

　 　  設置宅 (住所）

・ 管轄町内会外で直近の設置宅

(住所）

4 管轄消防署所・分団 　　　　　消防署　　　 出張所 　　（　　　　　　　）Ｋｍ

　　　　　分団 車庫 　　（　　　　　　　）Ｋｍ

5 避難場所名称

① 　 （ ） 　 （　　　　　　　）

② 　 （ ） 　 （　　　　　　　）

6 水防信号等設置場所

（指定区域２Ｋｍ以内）

7 わがまち防災マップの ・ ア　作成済　 〔マップ名称〕 ：

作成状況 ・ イ　未作成

8
小学校

・ ア　策定済 ・ イ　策定中 ・ ウ　未作成

9
　

　宅　　℡　　　　―

　宅　　℡　　　　―

　宅　　　℡　　　　―

自主防災組織設立状況

　宅　　　℡　　　　―

　宅　　　℡　　　　―

　宅　　　℡　　　　―

　宅　　　℡　　　　―

　宅　　℡　　　　―

指 定 避 難 場 所

（防災マップに記載さ
れ、かつ指定区域外の
直近避難場所）

警戒区域内の住家 特別警戒区域内の住家

施錠管理者（連絡先）

　宅　　℡　　　　― 

　宅　　℡　　　　―

　宅　　℡　　　　―

番 号

警 戒 避 難 体 制 整 備 票

指定地 区名 箇 所 番 号

分　団　名

消防署所名

指定区域を管轄する

自主防災会（町内会等）

の防災体制

指 定 区 域

その他参考になる事項

運営マニュアル作成状況

生活避難場所
　生活避難場所

防災行政無線（屋外）

関係者等

施設管理者（連絡先）

　　    　℡　　　―　　　　

連絡先

警 鐘

サ イ レ ン

設置場所　

種別

（情報連絡協力者） （情報連絡担当者）

鈴木
すず き

一郎
いちろう

●●　●● ●●　●● ●●　●●
123-456 ＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊

●●　●● ●●　●●
＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊

●●　●●
＊＊＊-＊＊＊

（情報連絡担当者）

●●　●● ●●　●● ●●　●●
＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊

●●　●●

●●　●●
＊＊＊-＊＊＊

＊＊＊-＊＊＊

●●　●● ●●　●●
＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊-＊＊＊

自主防災組織による地域内の情報伝達体制の整備
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土砂災害防止法の改正（平成１７年７月施行）により、土砂災害警戒区域に指定された箇所については、
ハザードマップを作成することが義務化。

ハザードマップのイメージ図

土砂災害ハザードマップの作成推進

･土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒
区域

・土砂災害の発生の
原因となる自然現
象の種類

・土砂災害に関する
情報の伝達方法

・避難地に関する
事項

・円滑な警戒避難を
確保する上で必要
な事項（土砂災害の
前兆現象、避難時の心

得 等）

等

記載すべき事項

－３４－



地域のコミュニティーの防災力強化のための学習や訓練

地域と一体となって整備した事例

避難計画表

・地域住民、専門家、行政担当者が集り、平成１２年より座談
会を開催し、住民が避難の判断を行うための情報や段階毎に
とるべき避難行動を整理した避難計画表を作成。

群馬県群馬郡榛名町 和歌山県田辺市（旧西牟婁郡中辺路町）

ワークショップの状況

・平成１４年より自主防災
リーダーが中心となって
地区住民がみずから警戒
避難計画を作成するため
のワークショップを開催。

宮崎県東臼杵郡椎葉村

避難訓練の様子

・地域住民、県、市町村、
警察、消防団等が参加
して、台風に伴う豪雨に
よる土石流災害を想定
した避難訓練を平成１６
年より実施。

・土砂災害を実際に経験した人は少なく、土砂災害の危険性の認識不足が被害拡大につながるおそれがある。
・地域住民に対するこれまでの防災教育に加え、地域住民と行政等が一体となってマップや警戒避難計画を策定し、
防災意識の高揚を図る。
・防災訓練の実施。

－３５－



地 域 防 災 力 の 強 化 に 関 す る 実 施 手 順

土砂災害の認識が高く警戒避難体制の
整備に積極的に取り組んでいる①災害体験がある ②地震や津波災害などの他の災害における警戒避難体制が整備されている

① 防災マップの
作成

③ 避難マニュア
ルの作成

⑤ 防災訓練（教
育）

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4 ④ 自主防災組織
の強化方策

②情報の提供

ステップ５

地域防災力が高い地域の事例にみられる傾向

災害経験がない地域や他の災害における警戒避難体制の整備がない箇所等においても

適切な警戒避難体制の整備が必要

・住民が内容を十分理解することができる防災マップの作成
・防災マップを活用した具体的な訓練や教育の実施

・避難基準の明示
・避難マニュアルなど具体的な行動計画の策定

・自主防災組織による危険箇所パトロール、研修会の実施や水防団、
消防団との連携 ・自主防災リーダーの育成

・地元住民、行政等が一体となった防災訓練の実施

・自主避難等のきっかけとなる情報の提供
・適時的確な情報の伝達 ・前兆現象等の情報の活用
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平成１７年度の危険箇所点検実施状況

・調査実施日：平成１７年６月２日

・参加機関 ： 日之影町、西臼杵支庁、高千穂
警察署、日之影町消防団

・現地点検箇所：日之影町中央地区

急傾斜地崩壊危険区域４箇所

長谷川地区・追川地区

急傾斜地崩壊危険区域３箇所

・点検項目 ：地形状況、過去の災害履歴、
現在の状況、被害の予測を

点検カードに整理 災害危険箇所点検カード

関係機関と合同で災害危険箇所の点検（宮崎県日之影町）

・日之影町では、梅雨時期前に、土砂災害の危険箇所の点検を各機関の協力を得て実施。
・点検結果を毎年整理しており、関係機関で情報を共有している。
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土砂災害危険箇所が連続して存在する地域では，危険箇所内に避難所を設置せざるを得ない．
① 既に，危険箇所内に避難所がある場合
・砂防関連施設整備により避難所を保全
・鉄筋等で補強し建物の強度を高める
② 現在，避難所がない場合
・避難所の新設（盛土の上に建設，鉄筋コンクリート構造とする等の対応をとる）．
・避難所として，公的施設だけでなく民間建物の活用も検討
・住居の中に設置できる避難部屋（セイフティルーム）の開発

・集落から遠方に設定された避難所は，移動中にも土砂災害の危険があり、避難所として不適。
・土砂災害から安全で，かつ集落の近傍にある避難所の確保が必要

安全な避難所を整備

土砂災害危険区域

避難所・避難経路の整備と安全確保対策

安
全
な
高
さ

安
全
な
避
難
所
施
設

安全であるが
遠い避難所

安全な避難所建設のための財政支援

安全な避難所

盛 土

土石流の例

危険な避難路

避難部屋

（住宅内の一部屋を

鉄骨により補強）

避難部屋イメージ図
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調査結果：全数 586（農業 : 548 漁業 : 38 農業・漁業重複 : 2）

平成17年8月内閣府，「中山間地域等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況調査」の調査結果を図化

孤立するおそれのある集落（宮崎県椎葉村）

孤立化マップの一例（宮崎県椎葉村）

－３９－

孤立化集落

危険箇所

国道265号

椎葉村役場

道路

河川

危険箇所

孤立化集落

名称記号

孤立するおそれのある集落（宮崎県）
：孤立するおそれのある集落64



総合的な集落孤立化対策の実施

がけ崩れ

5ｰ1.ハード対策による人家保全
（保全対象人家戸数の緩和）

5-2.集落内の建物を
補強し避難所新設

孤立集落の規模が小さく、集落内に
適当な避難場所がとれない場合

土石流

がけ崩れ

河岸決壊

3.情報伝達の多重化

2.ハード対策

1.安全な避難所の整備

3.ﾍﾘﾎﾟｰﾄの指定

役場等の
重要施設

・集落の孤立化が住民の生命に関わるような事態に対し、事前の対策を実施する必要がある。
・そのため，集落内に安全な避難所を確保するとともに、緊急時に負傷者等の搬送が可能とな
るよう、ヘリポート用地を確保すること等が必要．

総合的な集落孤立化対策の実施内容
・情報伝達の多重化（衛生携帯電話，地域防災行政無線等の整備）
・安全な避難所の確保
・役場，病院等の集落防災上重要な施設を保全するための砂防関連施設の整備
・ヘリポート用地の確保（広場の指定，ヘリポートの新設）
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既存災害資料の整理

1/25000地形図※による渓流区分および渓流番号の抽出

図上調査

渓流勾配（I=３°以上）
発生流域面積（５ha以上）
山腹崩壊（崩壊面積1000ｍ3以上）

現地踏査

山腹崩壊、渓床堆積土砂

図上調査

土石流危険区域（河床勾配３°以上）
保全対象数（１戸以上）

現地調査

保全対象数確認、土石流危険渓流
等の分類

カルテ・調査票

土石流危険渓流調査 土石流危険区域調査

25000分の１で谷地形
を抽出

※

土石流危険渓流および土石流危険区域 調査要領（案）

－４１－

土石流危険渓流及び土石流危険区域の調査フロー



被害想定区域内の保全対象の調査
（人家１戸以上もしくは都市計画等の対象）

現地調査

・人工斜面・自然斜面の区分

・斜面形状（遷急線、断面形状等）の区分

・地盤の調査（表土層、地盤、亀裂、植生等）

・崩壊履歴の調査

・現況の対策工の調査

・その他（保全対象内容、土地利用等）

急傾斜地の抽出※
（傾斜30°以上、高さ５ｍ）

急傾斜崩壊危険箇所等調査票の作成

急傾斜崩壊危険箇所の決定

※

急傾斜地崩壊危険箇所の概念図

急傾斜地崩壊危険箇所点検要領

－４２－

急傾斜地崩壊危険箇所点検要領フロー



マクロな危険区域の設定のための調査
（５０万～２０万分の１スケールでの検討）

地質情報に基づき危険地域の抽出

ミクロな危険区域の設定のための調査
（５万～２.５万分の１スケールでの検討）

地形に基づき危険地域の抽出

危険渓流・斜面設定のための調査
（０．５万～２.５万分の１スケールでの検討）

現地水文観測の実施
→流出特性等からの危険度の判定

大規模崩壊危険箇所の抽出手法の検討・提案

A: 危険度大 high risk
B: 危険度中 middle risk
C: 危険度小 low risk

大規模崩壊危険箇所のイメージ

大規模崩壊発生危険渓流・斜面の抽出

大規模崩壊危険箇所の抽出マニュアルの調査フローのイメージ
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大規模な崩壊箇所の危機管理体制の実施事例

台風14号により宮崎県別府田野川流域において発生した大規模な崩壊に伴う緊急対策として、 2次災
害防止のため、監視カメラ、ワイヤーセンサー、伸縮計を設置し、警戒避難体制の強化を図った。

大規模崩壊が発生した別府田野川
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